
株式会社SMBC信託銀行 P0021 1807

〒 － 電話番号（日中連絡先） 　　　　　　　　―　　　　　　　―

□会社員/団体職員 （01） □会社役員/団体役員 （02） □公務員 （03）
□ﾊﾟｰﾄ・ｱﾙﾊﾞｲﾄ/派遣社員/契約社員（04） □主婦 （05） □学生 （06）
□退職/無職 （07） □弁護士/司法書士/行政書士/公認会計士/税理士（21） □農業・林業・漁業 （24）
□医師 （22） □飲食・小売業 （23） □金融/保険業 （27）
□不動産業 （25） □貴金属・宝石商 （26）
□コンサルティング業 （28） □投資事業 （29）
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） （40）

　※「その他」の場合は、カッコ内に具体的なご職業をご記入ください。

年 月 日 年 月 日

本年1月1日時点にお住まいの都道府県を下記にご記入ください。

※ 現在お住まいの都道府県と同一の場合はご記入不要です。本年１月１日時点で海外にお住まいだった場合は、右記の「海外」に丸をおつけください。

小数点

注：

…………銀行使用欄……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

　住所：　　　　　　　　　　　　　　　

BRTR 投資信託口座番号

　（支店コード：　　　　　　　　）　　　

ご記入日

20

 □　特定口座の開設を「源泉徴収・配当等受入」なしで申し込みます。

右
記
の
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ず
れ
か
を

ご
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択
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い

　　　　年　　　　月　　　　日

ご住所

年

預金口座番号

住所変更と共に個人番号の
告知・本人確認書類等の提
示済み

日

受付
/　　　/

　　　　受付時点の職業取得
　□未済（□SR・□変更届）
　□済 (変更有→□SR）

出国口座内保管上場株式等移管依頼書 兼 特定口座開設届出書
兼　特定口座源泉徴収選択届出書　兼　源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書

月

この申込書の提出があった場合には、当行がその申込み内容を審査し、適格と認めたときに特定口座の設定を行うことになります。
太枠すべての項目にご記入漏れのないようお願いいたします。

個人番号

お名前

お取引支店名

租税特別措置法施行令第37条の11の3第1項の規定の適用を受けたいので、租税特別措置法施行令第25条の10の2第5項の規定により、特定口座の開設

を届出ます。併せて租税特別措置法施行令第25条の10の5第2項の規定に基づき、以下の出国口座内保管上場株式等を当該特定口座に移管することを依

頼いたします。私は、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」第14条および所得税法ならびに租税特別措置法に基
づく貴行からの個人番号提供の依頼に対し、金融商品取引に関する税務署への調書等作成事務、および貴行が公表している利用目的に関連する事務のた
め、個人番号を提供します。

●特定口座に移管する出国口座内保管上場株式等の明細

生年月日

　
支店

ご職業 主たるご職業について、該当するものひとつに☑をおつけください。

ファンド名

□

　※上記以外にもご職業を複数お持ちの場合は、その「ご職業の番号」を右枠内にご記入ください。

　特定口座を開設する
　ＳＭＢＣ信託銀行の営業所等：

印鑑署名照合

受付担当者名受付支店名

承認

ファンドコード

出国年月日 帰国年月日

口数

　特定口座の名称　：　ＳＭＢＣ信託銀行特定口座
　勘定の種類　　　　：　特定保管勘定

 □　特定口座の開設を「源泉徴収・配当等受入」ありで申し込みます。

昭 平 大 西暦 

・ 特定口座に移管することができるのは、出国期間中に受け入れ又は払い出しが行われていない（一定の受け入れ又は払い出しを除く）出国口座内保管上場 
  株式等と同一銘柄の上場株式等に限ります。届出以降に、上記記載の銘柄につき、再投資などの事由が発生したことにより、上記記載の口数が変動した 
  場合には、貴行が本依頼書を処理する時点における各銘柄の口数により移管することに同意いたします。 
・ お手続き完了までに約1週間程度お時間がかかることがあります。 
・ 記入事項を訂正される場合には訂正箇所に二重線で抹消し、届出印または届出署名をご記入ください。 
・ 現在、お客さまのお持ちの投資信託の銘柄の詳細については、最寄の支店もしくは 
  ﾌﾟﾚｽﾃｨｱﾎﾝ ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ（0120-322-522）までご連絡お願いいたします。 

租税特別措置法第37条の11の4 第1項の規定の適用を受けたいので、この旨届け出ます。また、貴行が支払の取扱いをする上場株式等の配当等につき源泉徴収選

択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定への受入れを依頼し、租税特別措置法第37条の11の6 第1項の適用を受けたいので、同条第2項の規定に基づきこの

旨届け出ます。なお、これらの届出は私から同規定の適用を受けることを取りやめたい旨申し出ない限り、引き続き有効なものとして取り扱ってください。※特定口座

（源泉徴収あり）で、同口座への配当等受入（特定口座内での損益通算）を希望されない場合は、別途窓口までお申し出ください。 
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